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第２章 開 発 行 為 
 

第１節 定   義 

法第４条 

令第１条、第１条の２

 

都市計画法 

（定義）  

第４条 この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利

用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。

２ この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」

とは第５条の２の規定により指定された区域をいう。 

３ この法律において「地域地区」とは、第８条第１項各号に掲げる地域、地区又は街区をいう。 

４ この法律において「促進区域」とは、第10条の２第１項各号に掲げる区域をいう。 

５ この法律において「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第11条第１項各号に掲げ

る施設をいう。 

６ この法律において「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第11条第１項各号に掲げ

る施設をいう。 

７ この法律において「市街地開発事業」とは、第12条第１項各号に掲げる事業をいう。 

８ この法律において「市街地開発事業等予定区域」とは、第12条の２第１項各号に掲げる予定区域

をいう。 

９ この法律において「地区計画等」とは、第12条の４第１項各号に掲げる計画をいう。 

10 この法律において「建築物」とは建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１号に定める建

築物を、「建築」とは同条第13号に定める建築をいう。 

11 この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化を

もたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの（以下「第一種特定工作物」という。）又はゴル

フコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの（以下「第二種特定工作物」という。）をいう。

12 この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する

目的で行う土地の区画形質の変更をいう。 

13 この法律において「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。 

14 この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をい

う。 

15 この法律において「都市計画事業」とは、この法律で定めるところにより第59条の規定による認

可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。 

16 この法律において「施行者」とは、都市計画事業を施行する者をいう。 
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都市計画法施行令 

（特定工作物）  

第１条 都市計画法（以下「法」という。）第４条第11項の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそ

れがある工作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 

 ⑴ アスファルトプラント 

 ⑵ クラッシャープラント 

⑶ 危険物（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第116条第１項の表の危険物品の種類の欄

に掲げる危険物をいう。）の貯蔵又は処理に供する工作物（石油パイプライン事業法（昭和47年

法律第105号）第５条第２項第２号に規定する事業用施設に該当するもの、港湾法（昭和25年法

律第218号）第２条第５項第８号に規定する保管施設又は同項第８号の２に規定する船舶役務用

施設に該当するもの、漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）第３条第２号ホに規定する補給

施設に該当するもの、航空法（昭和27年法律第231号）による公共の用に供する飛行場に建設さ

れる航空機給油施設に該当するもの、電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１項第９号

に規定する電気事業（同項第７号に規定する特定規模電気事業を除く。）の用に供する同項第16

号に規定する電気工作物に該当するもの及びガス事業法（昭和29年法律第51号）第２条第13項に

規定するガス工作物（同条第１項に規定する一般ガス事業又は同条第３項に規定する簡易ガス事

業の用に供するものに限る。）に該当するものを除く。） 

２ 法第４条第11項の大規模な工作物で政令で定めるものは、次に掲げるもので、その規模が１ha以

上のものとする。 

⑴ 野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物（学

校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校（大学を除く。）の施設に該当するもの、

港湾法第２条第５項第９号の３に規定する港湾環境整備施設に該当するもの、都市公園法（昭和

31年法律第79号）第２条第１項に規定する都市公園に該当するもの及び自然公園法（昭和32年法

律第161号）第２条第６号に規定する公園事業又は同条第４号に規定する都道府県立自然公園の

これに相当する事業により建設される施設に該当するものを除く。） 

 ⑵ 墓園 

 （公共施設） 

第１条の２ 法第４条第14項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、

運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。 

１．開発行為 

  この法律において開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目

的で行う土地の区画形質の変更をいう。」（法第４条第12項）と規定されており、土地の区画形質の

変更を行う目的が、建築物の建築又は特定工作物の建設であるときは、開発行為に該当することと

なります。 

  区画形質の変更のうち、区画の変更とは、道路（建築基準法上の道路を含む）、水路その他公共用

地の廃止、付替、新設することを指し、形質の変更とは、土地の形状を実際に変更することを指し、

延岡市では、形状の変更内容が、宅地造成等規制法施行令第３条第１号から第３号に規定する宅地

造成がこれに該当するものとしており、単なる分合筆等による地籍の変更や所有権の変動等は該当

しません。 

また、建築物の建築又は特定工作物の建設の際の基礎工事等による掘削等は、これらのものの建

築・建設と一体的な工事であるので、開発行為には該当しません。 

具体的には、次頁のとおりとなります。 
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⑴ 区画の変更 

  ア）既存建築物の建替 

    既存建築物の建替のケースで図2-1-1のように敷地区画に変更のない場合には、敷地の所有権

や使用権の有無並びに用途変更の有無を問わず、区画の変更にはあたりません。 

    ただし、市街化調整区域においては、法第43条の建築許可が必要な場合があります。 

 

図2-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ）造成済の土地分割 

    図2-1-2のように道路を新しく築造して敷地分割を行う場合は、区画の変更となり、開発行為

に該当します。 

 

 

図2-1-2 
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  ウ）既存建築物の敷地の増加 

    図2-1-3のような既存建築物の敷地の増加は、区画の変更であり、原則として開発行為に該当

します（Ａ及びＢの敷地がＣ・Ｄのようになる場合）が、建築物の建築等を伴わない場合の他、

公共施設の付替や新設の必要がない場合は、区画の変更と取扱わない場合があります。 

 

図2-1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 形質の変更 

   形質の変更とは、切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更することをいい、農地等の宅

地以外の土地を建築物の敷地として利用することも原則として形質の変更となります。 

ただし、通常一連の行為として、建築行為と密接不可分の行為（基礎打ち等の建築工事等と一

体不可分な行為、既に建築物又は特定工作物の敷地となっている土地又はこれと同様の状態であ

ると認められる既成宅地等における整地等）は開発行為として取り扱いません。 

例えば次に掲げる行為が形質の変更にあたります。 

 ① 切土工事を行う場合であって、当該切土をした土地の部分に高さが２ｍを超えるガケが生じ

るもの 

② 盛土工事を行う場合であって、当該盛土をした土地の部分に高さが１ｍを超えるガケが生じ

るもの 

③ 切土工事と盛土工事を同時に行う場合であって、当該盛土をした土地の部分のガケが１ｍ以

下の場合にあっても、当該切土及び盛土をした土地のガケの高さを合計した際に、２ｍを超え

るガケが生じるもの 

Ｂ Ａ Ｃ 

道路 

道路 

道路 

Ｄ 
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⑶ その他 

 原則として、開発行為の規制を受ける土地を「菜園分譲」や「現況有姿分譲」という名目で区

画形質の変更を行うものについては、当該土地に係る土地形態等が次の判断基準により、建築目

的と客観的に判断しうるものであれば、たとえ宣伝文書中「建築不可」などの文言があったとし

ても、開発行為に該当し規制の対象となります。 

 〔判断基準〕 

  ① 土地の区画割 

    土地が戸建て住宅等の建築に適した形状、面積に分割されていること。 

  ② 区画街路 

    区画街路が整備され、又はその整備が予想され、宅地としての利用が可能であること。 

  ③ 擁  壁 

    住宅建築を可能とする擁壁が設置され、又はその設置が予定されていること。 

  ④ 販売価格 

    近隣の土地と比較して、より宅地の価格に近いものといえること。 

  ⑤ 利便施設 

    上下水道、電気供給施設等の施設の整備がされ、若しくは近い将来整備されるような説明が

なされ、又は付近に購買施設、学校その他の公益施設があり、生活上不便をきたさないような

説明がなされていること。 

  ⑥ 交通関係 

    交通関係が通勤等に便利であるとの説明がなされていること。 

  ⑦ 付近の状況 

    付近での宅地開発、団地建設が行われている団地等がある、工場等の職場がある等の説明が

なされていること。 

  ⑧ 名  称 

    対象地に住宅団地と誤認するような名称が附されていること。 

２．建 築 物 

  この法律で建築物とは、「建築基準法第２条第１号に規定する建築物」（法第４条第10項）をいい、

次に列記するもの及びこれらに附帯する建築設備が該当します。 

 ⑴ 土地に定着（基礎の有無は問わない。）する工作物のうち 

① 屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これらに類する構造のものを含む。） 

② 建築物に附属する門若しくは塀 

③ 観覧のための工作物（競技場のスタンドなど） 

④ 水道、電気、ガス等のライフラインが敷設され、建築物の用途を有する車両 

⑤ 倉庫その他建築物の用途を有しているもの（コンテナ、廃貨車、廃車両など） 

 ⑵ 地下若しくは高架の工作物内に設ける 

   事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する施設 

 ⑶ 次に掲げるものは、建築物には該当しません。 

  ① 鉄道及び軌道敷地内の運転保安に関する施設（信号所、運転操作室など直接運転保安に関す

る施設に限られ、車庫・駅舎・検車場などは含まれません。） 

  ② 跨線橋 

  ③ プラットホームの上屋 

  ④ 貯蔵庫 

  ⑤ その他これらに類する施設 
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３．建  築 

  この法律で建築とは、「建築基準法第２条第13号に規定する建築」（法第４条第10項）をいい、建

築物の新築、増築、改築、移転を指します。大規模な模様替え、大規模な修繕は建築確認申請を要

しますが、建築ではありません。 

⑴ 新  築 

   新築とは、新たに建築物を建築することをいいます。 

   建築基準法では、第２章（建築物の敷地、構造及び建築設備）の規定のように建築物の棟単位

で考えるべき規定と、用途地域のように敷地単位で考える規定とによって、次のように取扱いが

異なっています。全く建築物のない敷地に新たに建築することは、いずれの場合も「新築」です

が、既存建築物の敷地内に、それと用途上不可分の建築物を別棟で建築するときは、前者の規定

では「新築」、後者の規定では「増築」として扱っています。都市計画法では、全て土地利用上の

見地から考えるべき敷地単位での規定となっています。 

⑵ 増  築 

   増築とは、既存建築物の床面積を増加させることをいい、新築の項で述べたように同一棟、別

棟は問いません。 

   ただし、建築物の敷地は、「一つの建築物又は用途上不可分の関係にある二つ以上の建築物のあ

る一団の土地」を指し、用途上可分の建築物は別敷地を持つものと考えなければなりません。例

えば、既存の工場敷地内に社宅を建築する場合には、既存敷地内の増築ではなく、既存敷地が変

更（小さく）され新たな敷地に社宅が新築されるものとして取り扱います。 

⑶ 改  築 

   改築とは、建築物の全部若しくは一部を除却し、又は建築物の全部若しくは一部が災害等によ

って滅失した後、引き続き同一敷地内において用途、規模及び構造の著しく異ならない建築物又

はその部分を造ることをいいます。 

   また、法第43条第１項にいう「何人も、・・・・改築して・・・はならない。」は、用途の変更

を伴わない改築は規制していないと取り扱えます。しかし、用途の変更を伴わない建替、増築の

場合でも、規模又は構造が著しく異なるときは「新築」として取り扱います。 

４．特定工作物 

この法律で特定工作物とは、コンクリートプラント等の第一種特定工作物又はゴルフ場等の第二

種特定工作物（法第４条第11項）をいい、特定工作物の種類、規模によって適用されるものを政令

で定めています。 

特定工作物は、その態様からして、用途の変更は考えられないので、建築物の場合と異なり、用

途の変更に関する規制はありません。（法第42条及び第43条） 

例えば、墓園→ゴルフコースであるとか、アスファルトプラント→コンクリートプラントの変更

の場合は、前者の廃止であって、かつ、後者の新設となります。 

なお、第一種特定工作物については、開発許可が不要となる「軽易な行為」に関して、「土木事業

その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の建設」が、「仮設建築物の建設」に相当

するものとして規定されています。（法第29条第１項第11号、令第22条第１号、法第43条第１項第４

号、令第35条第４号） 

⑴ 第一種特定工作物 

   第一種特定工作物は、周辺地域の環境を悪化させるおそれがある工作物として、法第４条第11

項に定めるコンクリートプラントのほか、令第１条第１項各号の工作物が定められています。 

  ① コンクリートプラントとは、建築基準法別表第２（り）項第３号（13の２）に定められてい
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る「レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5ｋｗを超える原

動機を使用するもの」の用途に供する工作物といいます。 

  ② アスファルトプラントとは、建築基準法別表第２（ぬ）項第１号（21）に定められている「ア

スファルト、コールタール、木タール、石油蒸留産物又はその残りかすを原料とする製造」の

用途に供する工作物をいいます。 

  ③ クラッシャープラントとは、建築基準法別表第２（り）項第３号（13）で定められている「鉱

物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、

陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの」の用途に供する工作物をいいます。 

  ④ コンクリートプラント、アスファルトプラント及びクラッシャープラントは、建築基準法及

び同法施行令に定めるところにより、同法の規定による用途規制を受けることとなっています。

（建築基準法第88条第２項及び同法施行令第138条第３項） 

⑵ 第二種特定工作物 

第二種特定工作物は、法第４条第11項に定めるゴルフコースのほか大規模な工作物として令第

１条第２項各号の工作物が定められています。 

  ① １ha以上の規模の運動・レジャー施設である工作物 

    該当するものとして、通年利用が可能である野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園

のほか観光植物園やサーキット、打席が建築物ではないゴルフ打放し練習場等が挙げられるほ

か、季節的に利用がなされるキャンプ場、スキー場等も含まれます。 

    大規模な工作物であっても運動、レジャー施設といえない博物館法に規定する施設や工作物

といえないピクニック緑地等は含みません。 

  ② １ha以上の規模の墓園 

    第二種特定工作物は、その性格上、直接市街化の要因となるものではなく、また、スプロー

ル現象のおそれもないので、法第34条（市街化調整区域における開発許可の許可基準）は適用

されません。 

    なお、墓地、埋葬等に関する法律によらない「ペット霊園」も、これに該当します。 

５．自己の居住用及び業務用 

法律では、自己用の開発行為と自己用外の開発行為とを区分しています。また、自己用の開発行

為の中でも自己居住用の開発行為については、周辺地域に対する影響についてのみチェックすれば

足りると考えられるので、技術的基準の適用を区分しています。 

⑴ 自己の居住の用に供する住宅 

   自己の居住の用に供する住宅とは、開発行為を施行する主体が自らの生活の本拠として使用す

る建築物であるので、当然、建築主は自然人に限られます。従って、次に掲げるものは該当しま

せん。 

① 会社が従業員のために行う寮、社宅の建築 

② 組合が組合員に譲渡するために行う住宅の建築 

③ 別荘（生活の本拠とは考えられないため、該当しない。）の建築 

④ 賃貸住宅の建築 

⑵ 自己の業務の用に供する建築物又は第二種特定工作物 

   当該建築物等内において継続的に自己の業務に係る経済活動が行われることを指し、次に掲げ

るものが該当します。 

  ① ホテル、旅館、結婚式場、ゴルフ場 

  ② 会社自ら建築する工場、従業員の福利厚生施設 

  ③ 中小企業等協同組合が設置する組合員の事業に関する共同施設 
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  ④ 保険組合、共済組合の行う宿泊施設、レクリェーション施設 

  ⑤ 学校法人の建築する学校、モータープール（時間貸しなどで管理事務所のあるもの） 

    これらに対し次に掲げるものは自己の業務に係る営業資産であって自己が使用しないため、

該当しません。 

分譲物件（宅地、建物、墓地等）、賃貸物件（事務所、工場、店舗、車庫、倉庫等）、社宅 

６．開発区域 

この法律で開発区域とは、「開発行為をする土地の区域」（法第４条第13項）をいい、法第32条、

法第39条で「開発行為又は開発行為に関する工事により・・・」と規定されていること並びに開発

行為の定義から判断して、取付道路の築造は、開発行為に関する工事であるが開発行為そのもので

はないと考えられます。しかし、延岡市の道路認定を受けない取付道路については、開発行為完了

後の管理上等の問題から開発区域に含める必要があります（図2-1-4を参照）。 

なお、開発区域の範囲は、「土地の利用目的、物理的形状等からみて一体と認められる土地の区域」

で、行為主体の同一性、利用目的（可分、不可分）、物理的位置関係（隣近接の程度）、時期的関係

等を総合的に判断して、土地利用行為が一体不可分で一連のものと認められる場合には、これらの

一連の行為は全体として一体の開発行為となり、所有者の違いを根拠に区分することはできません。 

図2-1-4 開  発  区  域  の  設  定  例 

（   建築物を示す。   開発区域を示す。） 

事例 開 発 行 為 前 開 発 行 為 後 

①   

②   

 

農地 

道
路 

道
路 

農地 

道
路 

道
路 

農地 

道路 

農地として 

残す。 

道路 
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７．公共施設 

  この法律で公共施設とは、法第４条第14項並びに令第１条の２に定める公共の用に供する施設を

いい、都市施設（法第11条）とは必ずしも一致するものではなく、次に掲げるものを指します。 

⑴ 法第４条第14項（道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設） 

⑵ 令第１条の２（下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設） 

８．用途・用途変更 

  法第42条及び第43条では、一定の要件に該当するものを除き建築物の用途の変更を規制していま

す。 

  建築基準法では、建築物の用途はそれぞれの用途地域の設定の趣旨によって用途規制を行ってい

ます。都市計画法による開発許可制度でも、一般には建築物の利用態様、管理形態等からみて同一

用途とみなし得る範囲を定め、この範囲を超えた用途の変更については、許可を要するものとして

います。 

  この考え方に基づく用途分類が次表であり、この表により、許可の対象となる用途の変更は、ロ

欄又はイ欄相互の変更を指します。従って、各区分ごとの例示間の変更、例えば文教施設（Ａ）に

ついて、小学校から中学校への変更は、開発許可制度では用途の変更となりません。 

  なお、特定工作物はその機能からみて、用途の変更ではなく、すべて新設として扱います。 

 

表2-1-1 建 築 物 の 用 途 分 類 

区分は（ロ）欄で行います。 

区 分 例 示 

イ ロ ハ 

住 宅 

住 宅 

住 宅 

併 用 住 宅 

（Ａ）

（Ｂ）

 

一戸建て、長屋建専用住宅 

共同住宅、寄宿舎、寮 

（下記商業施設等の①、②、③以外のもの） 

公 益 施 設 

文 教 施 設 

文 教 施 設 

文 教 施 設 

社 会 教 育 施 設 

医 療 施 設 

社 会 福 祉 施 設 

公 共 建 物 

宗 教 施 設 

交 通 施 設 

交 通 施 設 

公 益 事 業 施 設 

通 信 施 設 

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

 

 

 

 

 

（Ａ）

（Ｂ）

小学校、中学校、高等学校 

幼稚園、保育所、認定こども園 

大学、各種学校、専修学校 

図書館、博物館、公民館 

病院、診療所 

養護老人ホーム、保育所 

交番、市役所出張所、公共団体庁舎 

神社、寺院 

鉄道施設、自動車ターミナル、港湾施設 

駐車場、車庫 

電気事業施設、ガス事業施設、水道事業施設 
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区 分 例 示 

イ ロ ハ 

商 業 施 設 等 

日 用 品 店 舗 

（併用住宅を含む） 

日用品修理加工店舗 

（併用住宅を含む） 

日用品サービス店舗 

（併用住宅を含む） 

物 品 販 売 店 舗 

飲 食 店 

事 務 所 

歓 楽 施 設 

歓 楽 施 設 

歓 楽 施 設 

歓 楽 施 設 

歓 楽 施 設 

宿 泊 施 設 

倉 庫 

倉 庫 

運 動 施 設 

観 光 施 設 

研 究 所 

駐 車 場 、 車 庫 

 

① 

 

② 

 

③ 

 

 

 

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｅ）

 

（Ａ）

（Ｂ）

文房具店、食料品店、薬局、雑貨店、呉服衣料店、履

物店 

傘、履物等修理、自転車店、農機具修理店 

 

理容店、美容室、クリーニング店、公衆浴場、医院 

 

 

 

麻雀店、パチンコ店、射的場 

劇場、映画館 

待合、料理店 

キャバレー、舞踏場 

特殊浴場（サウナ、個室付浴場） 

ホテル、旅館 

自己用 

その他 

競技場、水泳場、スケート場、ボウリング場 

展望所、休憩所 

農林漁業施設 

農 林 漁 業 施 設 

農 林 漁 業 施 設 

農 林 漁 業 施 設 

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

令第20条の建築物 

農林水産物貯蔵施設 

農林水産物処理加工施設 

鉱 工 業 施 設 

鉱 業 施 設 

火薬類製造貯蔵所 

工 場（※） 

  

特殊都市施設 

卸 売 市 場 

と 畜 場 

汚 物 処 理 場 

ご み 焼 却 場 

火 葬 場 

産業廃棄物処理場 

  

※ 工場の範囲は、日本標準産業分類（大分類）建築業の全部、製造業の全部、サービス業のうち修

理業と自動車整備業とする。 
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第２節 開発行為の許可と変更許可 

 

Ⅰ 開発行為の許可 

法第29条 

令第19条、第20条、第21条、第22条、

第22条の２、第22条の３ 

規則第17条の２、第17条の３、第60条

 

都市計画法 

（開発行為の許可） 

第29条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、

国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252

条の19第１項の指定都市、同法第252条の22第１項の中核市又は同法第252条の26の３第１項の特

例市（以下「指定都市等」という。）の区域内にあっては、当該指定都市等の長。以下この節にお

いて同じ。）の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限り

ではない。 

⑴ 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う

開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの 

⑵ 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において

行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務

を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの 

⑶ 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築

物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図

る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

⑷ 都市計画事業の施行として行う開発行為 

⑸ 土地区画整理事業の施行として行う開発行為 

⑹ 市街地再開発事業の施行として行う開発行為 

⑺ 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為 

⑻ 防災街区整備事業の施行として行う開発行為 

⑼ 公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第２条第１項の免許を受けた埋立地であって、まだ

同法第22条第２項の告示がないものにおいて行う開発行為 

⑽ 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 

⑾ 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

２ 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると

見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土

交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲

げる開発行為については、この限りでない。 

⑴ 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住

の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

⑵ 前項第３号、第４号及び第９号から第11号までに掲げる開発行為 

３ 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市

計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち２以上の区域にわたる場合における第１項第１号及 
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び前項の規定の適用については、政令で定める。 

都市計画法施行令 

（許可を要しない開発行為の規模） 

第19条 法第29条第１項第１号の政令で定める規模は、次の表の第１欄に掲げる区域ごとに、それ

ぞれ同表の第２欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第３欄に掲げる場合には、都道府県（指

定都市等（法第29条第１項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。）又は事務処理市町村（法第

33条第６項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。）の区域内にあっては、当該指定都市等

又は事務処理市町村。第22条の３、第23条の３及び第36条において同じ。）は、条例で、区域を限

り、同表の第４欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。 

第 １ 欄 第 ２ 欄 第 ３ 欄 第 ４ 欄 

市街化区域 1,000㎡ 

市街化の状況により、無秩序な

市街化を防止するため特に必要

があると認められる場合 

300㎡以 上 1,000㎡

未満 

区域区分が定められてい

ない都市計画区域及び準

都市計画区域 

3,000㎡ 

市街化の状況等により特に必要

があると認められる場合 
300㎡以 上 3,000㎡

未満 

２ （略） 

（法第29条第１項第２号及び第２項第１号の政令で定める建築物） 

第20条 法第29条第１項第２号及び第２項第１号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

⑴ 畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵卵育雛施設、搾乳施設、集乳施設そ

の他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物 

⑵ 堆肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農業、林業又は漁

業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物 

⑶ 家畜診療の用に供する建築物 

⑷ 用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又

は索道の用に供する建築物 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、建築面積が90㎡以内の建築物 

（適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物） 

第21条 法第29条第１項第３号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

⑴ 道路法第２条第１項に規定する道路又は道路運送法（昭和26年法律第183号）第２条第８

項に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道（同法第３条第１号に規定する一般旅客自

動車運送事業又は貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第２条第２項に規定する一

般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。）を構成する建築物 

⑵ 河川法が適用され、又は準用される河川を構成する建築物 

⑶ 都市公園法第２条第２項に規定する公園施設である建築物 

⑷ 鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第２条第１項に規定する鉄道事業若しくは同条第５項

に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設である建築物又は軌道法

（大正10年法律第76号）による軌道若しくは同法が準用される無軌条電車の用に供する施設

である建築物 

⑸ 石油パイプライン事業法第５条第２項第２号に規定する事業用施設である建築物 

⑹ 道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に

運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）若しくは貨物自動車運送事業法
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第２条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業（同条第６項に規定する特別積合せ貨物運

送をするものに限る。）の用に供する施設である建築物又は自動車ターミナル法（昭和34年

法律第136号）第２条第５項に規定する一般自動車ターミナルを構成する建築物 

⑺ 港湾法第２条第５項に規定する港湾施設である建築物又は漁港漁場整備法第３条に規定

する漁港施設である建築物 

⑻ 海岸法（昭和31年法律第101号）第２条第１項に規定する海岸保全施設である建築物 

⑼ 航空法による公共の用に供する飛行場に建築される建築物で当該飛行場の機能を確保す

るため必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なもの又は

同法第２条第５項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの用に供する建築物 

⑽ 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設であ

る建築物 

⑾ 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法（平成17年法律第100号）第４条第１項第１号に

掲げる業務の用に供する施設である建築物 

⑿ 電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第120条第１項に規定する認定電気通信事業者が

同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設である建築物 

⒀ 放送法（昭和25年法律第132号）第２条第２号に規定する基幹放送の用に供する放送設備

である建築物 

⒁ 電気事業法第２条第１項第９号に規定する電気事業（同項第７号に規定する特定規模電気

事業を除く。）の用に供する同項第16号に規定する電気工作物を設置する施設である建築物

又はガス事業法第２条第13項に規定するガス工作物（同条第１項に規定する一般ガス事業又

は同条第３項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。）を設置する施設である建

築物 

⒂ 水道法第３条第２項に規定する水道事業若しくは同条第４項に規定する水道用水供給事

業の用に供する同条第８項に規定する水道施設である建築物、工業用水道事業法（昭和33年

法律第84号）第２条第６項に規定する工業用水道施設である建築物又は下水道法第２条第３

号から第５号までに規定する公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設

である建築物 

⒃ 水害予防組合が水防の用に供する施設である建築物 

⒄ 図書館法（昭和25年法律第118号）第２条第１項に規定する図書館の用に供する施設であ

る建築物又は博物館法（昭和26年法律第285号）第２条第１項に規定する博物館の用に供す

る施設である建築物 

⒅ 社会教育法（昭和24年法律第207号）第20条に規定する公民館の用に供する施設である建

築物 

⒆ 国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する

職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第15条の６第３項に規定する公共職業能力開発

施設並びに国及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する同法第27条第１

項に規定する職業能力開発総合大学校である建築物 

⒇ 墓地、埋葬等に関する法律（昭和23年法律第48号）第２条第７項に規定する火葬場である

建築物 

(21) と畜場法（昭和28年法律第114号）第３条第２項に規定すると畜場である建築物又は化製 

場等に関する法律（昭和23年法律第140号）第１条第２項に規定する化製場若しくは同条第３

項に規定する死亡獣畜取扱場である建築物 

(22) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）による公衆便所、し尿処理

施設若しくはごみ処理施設である建築物又は浄化槽法（昭和58年法律第43号）第２条第１号

に規定する浄化槽である建築物 
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( 2 3 ) 卸売市場法（昭和46年法律第35号）第２条第３項に規定する中央卸売市場若しくは同条 

第４項に規定する地方卸売市場の用に供する施設である建築物又は地方公共団体が設置する

市場の用に供する施設である建築物 

(24) 自然公園法第２条第６号に規定する公園事業又は同条第４号に規定する都道府県立自然 

公園のこれに相当する事業により建築される建築物 

(25) 住宅地区改良法（昭和35年法律第84号）第２条第１項に規定する住宅地区改良事業によ 

り建築される建築物 

(26) 国、都道府県等（法第34条の２第１項に規定する都道府県等をいう。）、市町村（指定 

都市等及び事務処理市町村を除き、特別区を含む。以下この号において同じ。）又は市町村

がその組織に加わっている一部事務組合若しくは広域連合が設置する研究所、試験所その他

の直接その事務又は事業の用に供する建築物で次に掲げる建築物以外のもの 

 イ 学校教育法第１条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第

１項に規定する各種学校の用に供する施設である建築物 

  ロ 社会福祉法（昭和26年法律第45号）による社会福祉事業又は更生保護事業法（平成７年

法律第86号）による更生保護事業の用に供する施設である建築物 

  ハ 医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第１項に規定する病院、同条第２項に規定

する診療所又は同法第２条第１項に規定する助産所の用に供する施設である建築物 

  ニ 多数の者の利用に供する庁舎（主として当該開発区域の周辺の地域において居住してい

る者の利用に供するものを除く。）で国土交通省令で定めるもの 

  ホ 宿舎（職務上常駐を必要とする職員のためのものその他これに準ずるものとして国土交

通省令で定めるものを除く。） 

(27) 独立行政法人日本原子力研究開発機構が独立行政法人日本原子力研究開発機構法（平成 

16年法律第155号）第17条第１項第１号から第３号までに掲げる業務の用に供する施設である

建築物 

(28) 独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法（平成14年法律第182号） 

第２条第２項に規定する水資源開発施設である建築物 

(29) 独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法（平成14年 

法律第161号）第18条第１項第１号から第４号までに掲げる業務の用に供する施設である建築

物 

(30) 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が独立行政法人新エネルギー・産業 

技術総合開発機構法（平成14年法律第145号）第15条第１項第１号又は非化石エネルギーの開

発及び導入の促進に関する法律（昭和55年法律第71号）第11条第３号に掲げる業務の用に供

する施設である建築物 

（開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為） 

第22条 法第29条第１項第11号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。 

⑴ 仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の

建設の用に供する目的で行う開発行為 

⑵ 車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

⑶ 建築物の増築又は特定工作物の増設で当該増築に係る床面積の合計又は当該増設に係る築造

面積が10㎡以内であるものの用に供する目的で行う開発行為  

⑷ 法第29条第１項第２号若しくは第３号に規定する建築物以外の建築物の改築で用途の変更を

伴わないもの又は特定工作物の改築の用に供する目的で行う開発行為 

⑸ 前号に掲げるもののほか、建築物の改築で当該改築に係る床面積の合計が10㎡以内であるも

のの用に供する目的で行う開発行為 



-40- 

⑹ 主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な

物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物

で、その延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物を新築する場合においては、その延べ面積の

合計。以下この条及び第35条において同じ。）が50㎡以内のもの（これらの業務の用に供する部

分の延べ面積が全体の延べ面積の50％以上のものに限る。）の新築の用に供する目的で当該開発

区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行う開発行為

で、その規模が100㎡以内であるもの 

（法第29条第２項の政令で定める規模） 

第22条の２ 法第29条第２項の政令で定める規模は、１haとする。 

（開発区域が２以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用） 

第22条の３ 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区

域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち２以上の区域にわたる場合においては、

法第29条第１項第１号の規定は、次に掲げる要件のいずれにも該当する開発行為について適用す

る。 

⑴ 当該開発区域の面積の合計が、１ha未満であること。 

⑵ 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域のうち２以上の

区域における開発区域の面積の合計が、当該開発区域に係るそれぞれの区域について第19条の

規定により開発行為の許可を要しないこととされる規模のうち最も大きい規模未満であるこ

と。 

⑶ 市街化区域における開発区域の面積が、1,000㎡（第19条第２項の規定が適用される場合にあ

っては、500㎡）未満であること。ただし、同条第１項ただし書の規定により都道府県の条例で

別に規模が定められている場合にあっては、その規模未満であること。 

⑷ 区域区分が定められていない都市計画区域における開発区域の面積が、3,000㎡（第19条第１

項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあっては、その規

模）未満であること。 

⑸ 準都市計画区域における開発区域の面積が、3,000㎡（第19条第１項のただし書の規定により

都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあっては、その規模）未満であること。 

２ 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域と 都

市計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわたる場合においては、法第29条第２項の規定は、

当該開発区域の面積の合計が１ha以上である開発行為について適用する。 

都市計画法施行規則 

（令第21条第26号ニの国土交通省令で定める庁舎） 

第17条の２ 令第21条第26号ニの国土交通省令で定める庁舎は、次に掲げるものとする。 

⑴ 国が設置する庁舎であって、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供す

るもの 

⑵ 国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎 

⑶ 都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所、特別区の区役所又は町村役場の

用に供する庁舎 

⑷ 警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎 

（令第21条第26号ホの国土交通省令で定める宿舎） 

第17条の３ 令第21条第26号ホの国土交通省令で定める宿舎は、職務上その勤務地に近接する場所

に居住する必要がある職員のためのものとする。 
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 （開発行為又は建築に関する証明書等の交付） 

第60条 建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第１項（同法第88条第１項又は第２項において

準用する場合を含む。）又は第６条の２第１項（同法第88条第１項又は第２項において準用する場

合を含む。）の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第29条第１項若し

くは第２項、第35条の２第１項、第41条第２項、第42条、第43条第１項又は第53条第１項の規定

に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事（指定都市等における場合にあっては当

該指定都市等の長とし、指定都市等以外の市における場合（法第53条第1項の規定に適合している

ことを証する書面の交付を求める場合に限る。）にあっては当該市の長とし、法第29条第１項若し

くは第２項、第35条の２第１項、第41条第２項、第42条又は第43条第１項の事務が地方自治法（昭

和22年法律第67号）第252条の17の２第１項の規定により市町村が処理することとされている場合

又は法第86条の規定により港務局の長に委任されている場合にあっては当該市町村の長又は港務

局の長とする。）に求めることができる。 

 

１．開発行為の許可 

延岡市内において、法第29条の規定による開発行為を行おうとする者はあらかじめ市長の許可を

受けなければならず、同様に延岡市及び延岡市外にまたがって開発行為を行おうとする者は、あら

かじめ県知事と市長の許可を受けなければなりません。また、開発許可を受けた開発区域内の土地

においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物等を建築することができません。 

第29条第１項及び第２項のただし書では同条の適用を受けない（許可不要の）開発行為を列記し

ていますが、これらの開発行為は、いずれも 

１）スプロールの弊害を起こすおそれのないもの、 

２）スプロール防止のための他の手段が講じられているもの、 

３）公共公益性のあるもの、 

 となっています。 

２．許可不要の開発行為 

⑴ 法第29条第１項ただし書の規定による開発行為は、次のとおりです。 

  ① 第１号 

   ア）市街化区域の場合 

市街化区域においては、1,000㎡未満の開発行為の許可は不要となっています。しかしなが

ら、市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合

は、都道府県（指定都市又は事務処理市町村（延岡市においては、延岡市。以下同じ。））の

条例によって、300㎡以上1,000㎡未満の範囲内で許可の対象面積を引き下げることができま

す。 

   イ）非線引都市計画区域又は準都市計画区域の場合 

     非線引都市計画区域又は準都市計画区域においては、3,000㎡未満の開発行為の許可は不要

となっています。しかしながら、市街化の状況等により特に必要があると認められる場合は、

都道府県（指定都市又は事務処理市町村）の条例で300㎡以上3,000㎡未満の範囲内で許可の

対象面積を引き下げることができます。 

  ② 第２号 

    市街化調整区域、非線引都市計画区域又は準都市計画区域において、農林漁業に従事してい

る人たちが、業務や居住の用に供するために行う開発行為は、一般的にやむを得ないものと考

えられ、適用除外となっています。 

    本号でいう農林漁業とは、日本産業分類Ａ―農業、林業、Ｂ―漁業、水産養殖業の範囲とし、
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季節的なものであっても該当するものとしますが、家庭菜園等の生業として行うものでないも

のは該当しません。 

    農林漁業を営む者とは、農業、林業又は漁業の範囲に属すると認められる業務に直接従事す

る者をいうのであって、被傭者、兼業者も含み、世帯員のうち１人以上のものがこれらの業務

に従事する者であれば足りますが、臨時的と認められる者は含みません。 

また、当該市街化調整区域においてこれらの業務に従事していることが必要となっています。 

表2-2-1 農林漁業を営む者であるかの判断基準 

農林漁業の別 審 査 基 準 

農 業 従 事 者 

１．当該建築物の建築主に対して、農業委員会等から現に農業に従事している

旨の証明書が発行されること。 

２．当該建築主が、1,000㎡以上の耕作地を所有（耕作地が建築主の親又は祖父

母等の所有であり、将来、相続することが見込まれる土地、建築主において永

小作権が設定されている土地、又は借地権の設定がなされ、自ら農地として耕

作している土地を含む。）していること。 

林 業 従 事 者 

１．当該建築物の建築主に対して、農林部局等から、林業従事者である旨の証

明書が発行されること。 

２．当該建築主が、山林を所有（山林が建築主の親又は祖父母等の所有であり、

将来、相続することが見込まれる土地、又は建築主において借地権の設定がな

され、自ら植林、育林、営林を行っている山林である土地を含む。）しているこ

と。 

漁 業 従 事 者 

１．当該建築物の建築主に対して、水産部局等から、漁業従事者である旨の証

明書が発行されること、又は建築主が所属している漁業協同組合から、組合員

である旨の証明書が発行されること。 

③ 第３号 

第３号に規定する開発行為は、公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域におけ

る適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとされたものであり、次

のように分類されます。 

   ア）専門的用途に特化した施設であるため集客性がなく、周辺の市街化を引き起こさないもの 

   イ）一定の集客性はあるが、立地に当たり他制度の許認可等を要するもの 

   ウ）前記ア）及びイ）以外の公共公益施設であって、一定の集客性があるが、既に形成された

市街地又は集落に立地するものであるために、郊外に単発的に立地（バラ建ち）せず、当該

施設の立地を契機として周辺地域に新たな市街化をもたらすおそれがないもの（又は、現時

点において、市街化調整区域に単発的、選択的に立地する傾向までは観察されていないもの） 

具体的には、次頁の表に掲げるものが該当します。 
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表2-2-2 法第29条第１項第３号（法第29第２項第２号）に該当する公益上必要な建築物等 

       （具体例のうち、×は該当しない。） 

法 

令 
号 公 益 施 設 具 体 例 根 拠 法 令 

法 

第 

29 

条 

第 

１ 

項 

３ 

駅舎その他の鉄道施設 
駅舎、検査場、車庫、信号所、発電所、変電所、保線

係員詰所、×民衆駅、×バス施設 

地方鉄道法 

軌道法 

図書館 ×学校に附属する図書館又は図書室 図書館法 

公民館 ×地区設置の準公民館 社会教育法 

変電所 
九州管内であれば九州電力の設置するもの、×企業独

自（特定規模電気事業）のもの 
電気事業法 

令 

 

 

 

 

 

 

 

第 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

条 

１ 

道路法の道路、道路運送

法の一般自動車道及び専

用自動車道の施設 

道路管理者の設置する駐車場、料金徴収所、道路情報

提供装置、車両監視装置、気象観測装置及び緊急連絡

施設等、×サービスエリア内の売店 

道路法 

道路運送法 

２ 河川法の河川施設 河川管理事務所、ダム、水門、堰 
河川法（河川管理者の

設置） 

３ 都市公園法の公園施設 

修景施設、休憩所等休養施設、遊戯施設、野球場等運

動施設、野外劇場等教養施設、売店等便益施設、管理

事務所等管理施設 

都市公園法（公園管理

者以外の者は管理者

の許可要） 

４ 

鉄道事業法の鉄道事業又

は索道事業用の一般需要

用施設 
停車場、信号所、車庫、詰所、車両等の修理場、機械

等の保管倉庫 

鉄道事業法 

（大臣免許・特許） 

軌道法の軌道又は無軌条

電車の事業用施設 

軌道法 

（大臣免許・特許） 

５ 
石油パイプライン事業法

の事業用施設 
石油輸送装置、タンク、圧送機 

石油パイプライン事

業法 

６ 

道路運送法の一般乗合旅

客自動車運送事業 
車庫、整備工場、バス停留所、待合所 

道路運送法 

（大臣免許） 

貨物自動車運送事業法の

一般貨物自動車運送事業

用施設 

車庫、整備工場、貨物積下し場、倉庫 

※特別積合せ貨物運送をするものに限る。 

貨物自動車運送事業

法 

（大臣免許） 

自動車ターミナル法の一

般自動車ターミナル施設 

一般自動車ターミナル、定期路線バスターミナル、管

理事務所、×貸切バスターミナル 

自動車ターミナル法 

（大臣免許） 

７ 

港湾法の港湾施設 

航行補助施設、荷さばき施設、旅客施設（乗降用施設、

手荷物取扱所、待合所、宿泊所）、保管施設（倉庫、貯

木場、貯炭場、危険物置場、貯油施設）、船舶役務用施

設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設、港湾環境整

備施設、港湾厚生施設、港湾管理施設 

港湾法 

漁港漁場整備法の漁港施

設 

航行補助施設、漁船漁具保全施設（漁船保管施設、漁

船修理場及び漁具保管修理施設）、補給施設、増殖及び

養殖用施設（水産種苗生産施設、養殖用餌／じ料保管

調製施設、養殖用作業施設及び廃棄物処理施設）、漁獲

物の処理、保蔵及び加工施設（荷さばき所、荷役機械、

蓄養施設水産倉庫、製氷、冷凍及び冷蔵施設並びに加

工場）、漁業用通信施設、漁港厚生施設、漁港管理施設、

漁港浄化施設、廃油処理施設、廃船処理施設、漁港環

境整備施設 

漁港漁場整備法 

８ 海岸法の海岸保全施設 

海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸

堤、砂浜（海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機

能を維持するために設けたもので、指定したものに限

る。）その他海水の侵入又は海水による侵食を防止する

ための施設 

海岸法 

（海岸管理者以外の

者は管理者の許可） 
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（具体例のうち、×は該当しない。） 

法 

令 
号 公 益 施 設 具 体 例 根 拠 法 令 

令 

 

 

 

 

 

 

 

第 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

条 

９ 

航空法の公共用飛行場の

機能施設、飛行場利用者

の利便施設、公共用航空

保安施設 

ターミナル（乗降場、送迎デッキ待合所、チケット売

場、食堂）、格納庫、航空保安無線施設、航空灯火施設、

昼間障害標識、修理整備工場、管理事務所 

航空法 

（大臣特許） 

10 
気象、海象、地象、洪水

の観測通報用施設 

気象台、天文台、測候所、地震観測所、予報施設、警

報施設、ＧＰＳ観測所 
気象業務法 

11 
日本郵便株式会社の業務

施設 

日本郵便株式会社が行う郵便の業務（日本郵便株式会

社が行う郵便の窓口業務を除く。同一の施設で他の業

務を併設する場合を除く。）×住宅併用の郵便局 

日本郵便株式会社法 

12 

電気通信事業法第120条

第１項の認定電気事業者

が設置する認定電気通信

事業用施設 

電話局、電気通信施設、修理施設、研究施設 電気通信事業法 

13 
放送法の放送事業用放送

設備である建築物 
放送局、電波塔 放送法 

14 

電気事業法の電気事業の

電気工作物を設置する施

設 

一般電気事業（一般の需要に応じ電気を供給）及び卸

売電気事業（一般電気事業者にその一般電気事業の用

に供するための電気を供給する事業）又は特定電気事

業（特定の供給地点における需要に応じ電気を供給す

る事業）の用に供する電気工作物（発電、変電、送電、

配電、電気使用のために設置する機械等） 

電気事業法 

（大臣許可） 

ガス事業法のガス事業の

ガス工作物を設置する施

設 

一般ガス事業（一般の需要に応じ導管によりガスを供

給する事業）及び簡易ガス事業（一般の需要に応じ、

特定ガス発生設備によってガスを発生させ、導管によ

りこれを供給する事業）の用に供するガス発生設備、

ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧

器、導管、受電設備等、×事務所、×サービスステー

ション 

ガス事業法 

（大臣許可） 

15 

水道法の水道事業、水道

用水供給事業用水道施設 

水道事業（一般の需要に応じて、水、一般の需要に応

じて、水道により水を供給する事業。ただし、給水人

口が100人以下である水道によるものを除く。）又は簡

易水道事業（給水人口が5,000人以下である水道によ

り、水を供給する水道事業）の用に供する施設 

水道法 

（大臣認可） 

工業用水道事業法の工業

用水道施設 

工業用水道事業（一般需要に応じ工業用水道により工

業用水を供給する事業）者の工業用水道に属する施設 

工業用水道事業法 

（大臣認可） 

下水道法の公共下水道及

び都市下水道施設 

公共下水道又は流域下水道又は都市下水路の用に供す

る施設 

下水道法（建築基準法

第51条制限） 

（大臣認可） 

16 水害予防施設 

水防用倉庫（消防機庫を兼ねる場合、消防機庫を含

む。）、水防組合員詰所（消防団員が水防組合員を兼ね

る場合、消防団員詰所を含む。） 

水害予防組合法 

17 

図書館法の図書館 
地方公共団体、日本赤十字社、一般社団法人又は一般

財団法人が設置する図書館 
図書館法 

博物館法の博物館 
地方公共団体、一般社団法人、一般財団法人、宗教法

人その他の法人が設置するもので登録を受けたもの 
博物館法 

18 社会教育法の公民館 
市町村又は一般社団法人が設置する公民館（分館を含

む。） 
社会教育法 

19 
職業能力開発促進法の公

共職業訓練施設 

国、地方公共団体、雇用・能力開発機構が設置する職

業能力開発施設、職業能力開発短期大学校、職業能力

開発大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業

能力開発校、職業能力開発総合大学校、×事業内の職

業訓練所（共同職業訓練所） 

職業能力開発促進法 

20 
墓地、埋葬等に関する法

律の火葬場 

火葬場として都道府県知事の許可を受けた施設 

（※ 位置について、建築基準法第51条の制限あり） 

墓地、埋葬等に関する

法律 
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（具体例のうち、×は該当しない。） 

法 

令 
号 公 益 施 設 具 体 例 根 拠 法 令 

令 

 

 

 

第 

 

 

 

21 

 

 

 

条 

21 

と畜場法のと畜場 と畜場（建築基準法第51条の制限あり） と畜場法 

化製場等に関する法律の

化製場、死亡獣畜取扱場 

化製場、死亡獣畜取扱場、×魚貝類及び鳥類の処理場 

（建築基準法第51条の制限あり） 

化製場等に関する法

律 

22 

廃棄物の処理及び清掃に

関する法律による廃棄物

の処理施設 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律による公衆便所、

し尿処理施設（建築基準法第51条の制限あり）、ごみ処

理施設（建築基準法第51条の制限あり） 

廃棄物の処理及び清

掃に関する法律 

浄化槽法第２条第１号に

規定する浄化槽である建

築物 

浄化槽としての用途である建築物 浄化槽法 

23 
卸売市場法の卸売市場施

設 

中央卸売市場、中央卸売市場以外の卸売市場で、青果

物卸売市場（面積330㎡以上）、水産物卸売市場（面積

200㎡（主として漁業者又は水産業協同組合から出荷さ

れる卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場

に出荷する者、水産加工業者に卸売する者又は水産加

工業者に対し卸売するためのものは、330㎡）以上）、

肉類卸売市場（面積150㎡以上）、花き卸売市場（面積

200㎡以上）のもの）、市町村が設置する市場 

卸売市場法 

（大臣認可、知事許

可） 

24 
自然公園法の公園事業施

設 

国立公園、国定公園又は都道府県立自然公園内におけ

る公園事業（宿舎等、避難小屋、展望施設、運動場等、

公園内用運輸施設、給排水施設、医療救急施設、公衆

浴場、公衆便所、動植物園等、動物繁殖施設等、砂防・

防火施設、他人の用に供する車庫等）の用に供する施

設 

自然公園法 

25 
住宅地区改良法の住宅地

区改良事業施設 

住宅地区改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する

事業及びこれに附帯する事業により建築される建築物 
住宅地区改良法 

26 

国、都道府県、市町村及

び市町村が組織に加わっ

ている一部事務組合等の

施設 

例）研究所、試験所、体育館、美術館、公会堂、市営

住宅、職務上その勤務地に近接する場所に居住する必

要がある職員のための宿舎 

×学校、×専修学校、×各種学校、×社会福祉事業所、

×更生保護事業所、×病院、×診療所、×助産所、×

国の本府・本省の外局・地方支分部局・都道府県・地

方事務所・市役所・県警本部の本庁、×職員宿舎 

地方自治法 

（管理条例の制定） 

27 

独立行政法人日本原子力

研究開発機構の業務用施

設 

原子力に関する基礎的研究用施設 
独立行政法人日本原

子力研究開発機構法 

28 
独立行政法人水資源機構

の水資源開発施設 

水資源開発基本計画に基づくダム、河口堰、湖沼水位

調節施設、多目的用水路及び専用用水路、水資源の開

発施設及び密接関連施設 

独立行政法人水資源

機構法 

29 
独立行政法人宇宙航空研

究開発機構の業務用施設 

人工衛星等の開発に必要な施設等、人工衛星等の打上

げ及び追跡に必要な施設 

独立行政法人宇宙航

空研究開発機構法 

30 

独立行政法人新エネルギ

ー・産業技術総合開発機

構の技術開発施設 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の

技術開発施設（原子力を除く。） 

独立行政法人新エネ

ルギー・産業技術総合

開発機構法 

非化石エネルギー技術の調査開発施設 

非化石エネルギーの

開発及び導入の促進

に関する法律 
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表2-2-3 各 種 団 体 に 関 す る 準 用 規 定 

（平成26年６月１日現在） 

準用団体名 

開発行為

の協議 

(変更含） 

予定建築

物以外の

建築に係

る協議 

調整区域

内の建築

行為に係

る協議 

報 告

勧 告

援 助

根 拠 法 令 

独立行政法人  

空港周辺整備機構 

協議成立

を要す 

協議成立

を要す 

協議成立

を要す 
不可

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律

施行令第14条第１項第２号 

独立行政法人 

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

協議成立

を要す 

協議成立

を要す 

協議成立

を要す 
可能

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

施行令第28条第１項第10号 

独立行政法人 

都市再生機構 

協議成立

を要す 

協議成立

を要す 

協議成立

を要す 
可能

独立行政法人都市再生機構法 

施行令第34条第１項第９号 

日本下水道事業団 
協議成立

を要す 
不可 

協議成立

を要す 
不可

日本下水道事業団法 

施行令第５条第２号 

独立行政法人 

国立高等専門学校機構 
不可 

協議成立

を要す 
不可 可能

独立行政法人国立高等専門学校機構法

施行令第２条第１項第11号 

独立行政法人 

森林総合研究所 
不可 

協議成立

を要す 
不可 不可

独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令

第27条第１項第４号 

独立行政法人 

水資源機構 
不可 不可 不可 可能

独立行政法人水資源機構法 

施行令第57条第１項第９号 

国立大学法人等 不可 
協議成立

を要す 
不可 可能

国立大学法人法 

施行令第22条第１項第25号 

地方住宅供給公社 
協議成立

を要す 
不可 

協議成立

を要す 
可能

地方住宅供給公社法 

施行令第２条第１項第７号 

土地開発公社 
協議成立

を要す 
不可 不可 不可

公有地の拡大の推進に関する法律 

施行令第９条第１項第４号 

地方道路公社 不可 不可 不可 可能
地方道路公社法 

施行令第10条第１項第７号 

※ この準用規定については、地方住宅供給公社、土地開発公社、地方道路公社の規定に適用される

のは、事務処理市町村等が設置したものに限られます。 

④ 第４号、第５号、第６号、第７号、第８号 

  第４号の都市計画事業、第５号の土地区画整理事業、第６号の市街地再開発事業、第７号の住宅

街区整備事業及び第８号の防災街区整備事業は、それぞれの事業法の規定で都市計画上の配慮がな

されているので、適用除外とされています。土地区画整理事業、市街地再開発事業及び住宅街区整

備事業については、地方公共団体、公団等が行うものについては、第４号に包括され、それらの事

業の施行者が個人又は組合の場合は、第５号、第６号又は第７号により除外されます。この場合に

おける土地区画整理事業の施行は、開発行為の許可基準に準じて規制を受けることとなります。防

災街区整備事業については個人施行以外のものは全て都市計画事業として施行されることとなって

おり、第８号によって適用除外となるものは個人施行のものだけです。また、土地区画整理事業の

区域内であっても当該事業そのものに含まれていない開発行為や当該事業の完了後に行う開発行為

は、規制の対象となりますので、注意が必要です。 

⑤ 第９号 

  公有水面埋立法第２条第１項の免許を受けた埋立地においては、同法第22条第２項の告示がなさ

れるまでは適用除外としたものです。 

⑥ 第10号 

  非常災害のため必要な応急措置として、早急に行う必要がある場合のものは、適用除外とされて
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います。 

⑦ 第11号 

  当該規定で適用除外となる開発行為は、令第22条に規定しているとおりですが、令第22条第４号

の法第29条第１項第２号若しくは第３号以外の用途の変更を伴わない改築行為については、注意を

要します。改築とは、従前の建築物又は特定工作物の敷地とほぼ同一の敷地において従前の建築物

又は特定工作物とほぼ同一の規模、構造及び用途を有する建築物又は特定工作物を建設することを

いいます。 

  従って、用途の変更が伴えば許可を受けることが必要であり、許可にあたっては、法第34条各号

いずれかの許可基準に適合することが必要です。また、従前の建築物の敷地と同一敷地であって、

やむを得なく従前の建築物と位置が変わる場合は、従前の建築物が家族増などの理由により、改築

の必要性の有無、改築しなければならない危険性や老朽性の有無についても審査の対象となります。 

しかしながら、ここでいう適用除外の改築とは、従前の建築物又は特定工作物を除却した後での

建築行為という認定を受けることを指します。令第22条第６号は、法第34条第１号の開発行為のう

ち、行為者の主体、立地、業種及び規模を限定し適用除外としています。 

３．建築基準法の規定による建築確認との関係 

  建築基準法第６条（同法第88条第１項又は第２項の準用を含む。）の規定による建築確認を受けよ

うとする場合は、同法施行令第９条の規定により、建築確認申請に係る計画が都市計画法第29条第

１項又は第２項、第35条の２第１項、第41条第２項、第42条、第43条第１項並びに第53条第１項の

規定に適合していることを証する書面（都市計画法施行規則第60条に基づく証明書又は各許可証の

写し）の添付しなければ、建築確認済証を交付することができません。 

また、都市計画法第29条第１項又は第２項による開発行為の許可を受けた土地であっても、同法

第37条の規定により、当該開発行為の工事の完了公告がなければ、建築物の建築又は特定工作物の

建設に関する工事に着手することができません。 

ただし、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物（現場事務所等）の建築又は特定工作物（現

場で使用するコンクリート等を製造するためのプラント等）の建設及び当該開発行為に同意してい

ない開発区域内に存する土地の所有者が、その権利の行使として行う建築物の建築又は特定工作物

の建設は都市計画法第37条の規制の対象外となるほか、市長が当該開発行為の施工等に支障がない

ものとして認める建築物の建築又は特定工作物の建設については、当該承認を受けることによって、

着手することができます。 
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Ⅱ 開発行為の変更の許可等 

法第35条の２、令第31条 

規則第28条の２、第28条の３、第28条の４

市細則第４条、第５条 

 

都市計画法 

（変更の許可等） 

第35条の２ 開発許可を受けた者は、第30条第１項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合にお

いては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更の許可の申請に係る開発行為

が、第29条第１項の許可に係るものにあっては同項各号に掲げる開発行為、同条第２項の許可に係

るものにあっては同項の政令で定める規模未満の開発行為若しくは同項各号に掲げる開発行為に

該当するとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りではない。

２ 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事

に提出しなければならない。 

３ 開発許可を受けた者は、第１項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞

なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

４ 第31条の規定は変更後の開発行為に関する工事が同条の国土交通省令で定める工事に該当する

場合について、第32条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該

開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変更をしようとする場合又は同

条の政令で定める者との協議に係る開発行為に関する事項であって政令で定めるものの変更をし

ようとする場合について、第33条、第34条、前条及び第41条の規定は第1項の規定による許可につ

いて、第34条の２の規定は第１項の規定により国又は都道府県等が同項の許可を受けなければなら

ない場合について、第47条第１項の規定は第１項の規定による許可及び第３項の規定による届出に

ついて準用する。この場合において、第47条第１項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更の許

可又は届出の年月日及び第２号から第６号までに掲げる事項のうち当該変更に係る事項」と読み替

えるものとする。 

５ 第１項又は第３項の場合における次条、第37条、第39条、第40条、第42条から第45条まで及び第

47条第２項の規定の適用については、第１項の規定による許可又は第３項の規定による届出に係る

変更後の内容を開発許可の内容とみなす。 

都市計画法施行令 

 （開発行為の変更について協議すべき事項等） 

第31条 第23条各号に掲げる者との協議に係る開発行為に関する事項で法第35条の２第４項の政令

で定めるものは、次に掲げるものとする。 

⑴ 開発区域の位置、区域又は規模 

⑵ 予定建築物等の用途 

⑶ 協議をするべき者に係る公益的施設の設計 

２ 第23条の規定は、開発区域の区域又は規模の変更に伴い、開発区域の面積が20ha（同条第３号又

は第４号に掲げる者との協議にあっては、40ha）以上となる場合について準用する。 

 

 



-49- 

 都市計画法施行規則 

（変更の許可の申請書の記載事項） 

第28条の２ 法第35条の２第２項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

 (1) 変更に係る事項 

 (2) 変更の理由 

 (2) 開発許可の許可番号 

（変更の許可の申請書の添付図書） 

第28条の３ 法第35条の２第２項の申請書には、法第30条第２項に規定する図書のうち開発行為の変

更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、第17条第２

項から第４項までの規定を準用する。 

（軽微な変更） 

第28条の４ 法第35条の２第１項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものと

する。 

(1) 設計の変更のうち予定建築物等の敷地の形状の変更。ただし、次に掲げるものを除く。 

  イ 予定建築物等の敷地の規模の10分の１以上の増減を伴うもの 

  ロ 住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うもので、当該敷地の規模

が1,000㎡以上となるもの 

 (2) 工事施行者の変更。ただし、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的

で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建

築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為（開発区域の面積が１ha以上のものを除く。）

以外の開発行為にあっては、工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更に限る。 

 (3) 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更 

延岡市都市計画法施行細則 

 （変更許可申請書の添付図書） 

第４条 法第35条の２第２項の申請書には、都市計画法施行規則（昭和44年建設省令第49号。以下「省

令」という。）第28条の３に規定するもののほか、第２条各号に掲げる図書のうち開発行為の変更

に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 

 （軽微な変更の届出） 

第５条 法第35条の２第３項の規定による軽微な変更の届出は、開発行為変更届出書を市長に提出す

ることにより行うものとする。 

１．変更の許可 

⑴ 変更許可を受けなければならない場合 

   既に許可を受けた開発行為の内容を変更しようとする場合で、変更の内容が前述した変更の届

出で足りる変更事項以外の変更を行うときは、市長の許可を受けなければなりません。 

   具体的には次に掲げる事項等が該当します。 

  ① 開発区域を増加するとき又は開発区域の減少を行うとき。 

  ② 公共施設の位置・規模等、設計の変更を行うとき又は公共施設の管理者及び土地の帰属に関

する事項を変更するときは、法第32条の協議及び同意の手続きを要します。 

  ③ 予定建築物等の用途並びに敷地規模の変更を行うとき、及び予定建築物等の用途又は敷地規

模の変更を行うときは、予定建築物等の用途と敷地規模により設計内容の決定を行う（法第33

条）ことから変更のチェックを要します。 
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  ④ 工区の変更を行うとき。 

  ⑤ 資金計画の変更を行うとき。 

  ⑥ 工事施行者の変更を行うとき。開発行為を受けた者の変更については、法第44条又は法第45

条の地位の承継の規定が適用されます。 

    なお、①～⑥に該当する場合でも、当初の開発許可の内容と同一性を失うような大幅な変更

が行われる場合には、変更許可ではなく新たな開発許可を受けた上で、当初の開発許可の廃止

届の提出が必要になります。 

⑵ 変更許可申請 

変更許可を受けようとする者は、法第35条の２第２項（許可申請の手続）、規則第28条の２（変

更許可の申請書の記載事項）及び第28条の３（変更許可の申請書の添付図書）並びに延岡市都市

計画法施行細則の定めるところにより、開発行為変更許可申請書に関係書面を添付し市長に提出

しなければなりません。 

   設計説明書については、新旧に分けて記入し、設計図書についても朱線で新旧を対照できるよ

うにする必要があります。 

   なお、公共施設の設計、管理、帰属などに変更がなければ、法第32条に規定する同意及び協議

の手続きは必要ありません。 

２．変更の届出 

⑴ 変更の届出をしなければならない場合 

   都市計画法第35条の２第１項ただし書により、開発許可を受けた事項の軽微な変更をしようと

するときは、同条第３項の規定により、その旨を市長に届け出なければなりません。 

   軽微な変更の内容は次に掲げるとおりです。 

  ① 設計の変更のうち、予定建築物等の敷地の形状の変更であって、次に掲げるもの 

ア）予定建築物等の敷地の規模の1/10未満の増減を伴うもの 

イ）住宅の用に供する建築物又は第一種特定工作物以外の敷地の規模の増加を伴うもので当該

敷地の規模が1,000㎡未満となるもの 

  ② 工事施行者の変更（自己用の開発行為で開発区域の面積が１ha以上のもの又は非自己用の開

発行為にあっては、工事施行者の氏名、名称若しくは住所の変更に限られています。） 

  ③ 工事の着手年月日又は工事の完了年月日 

⑵ 変更届の提出 

変更届を提出しようとするときは、法第35条の２第３項及び延岡市都市計画法施行細則の定め

るところにより、変更に係る図面等を開発行為変更届出書に添付して市長に提出しなければなり

ません。 
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第３節 許可と許可の条件 

法第35条、第41条、第79条

１．許可又は不許可の処分 

都市計画法 

（許可又は不許可の通知） 

第35条 都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしな

ければならない。 

２ 前項の処分をするには、文書をもって当該申請者に通知しなければならない。 

  開発許可の申請があったときは、遅滞なく許可又は不許可の処分をすることとなっています。延

岡市では、申請から処分までの期間の目安として、開発区域の規模、内容等により区分した標準処

理期間を設けています。この標準処理期間（補正に係る事項があったときは、文書で補正の通知を

行い、この通知を行った日から、補正が完了する日までの日数は、処理期間には含めません。）を過

ぎても何らかの処分が行われないときは、不作為の不服審査の対象となる場合もあります。 

  また、不許可の処分を行うときは、なぜ不許可処分を行ったかその理由を具体的に明示して通知

しなければならないこととされています。 

  なお、標準処理期間については、第２編第３章を参照してください。 

 

２．許可の条件 

都市計画法 

（建築物の建ぺい率等の指定） 

第41条 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許

可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺ

い率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることが

できる。 

２ 前項の規定により建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内において

は、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。ただし、都道府県知事が当該区域及

びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可

したときは、この限りでない。 

（許可等の条件） 

第79条 この法律の規定による許可、認可又は承認には、都市計画上必要な条件を附することができ

る。この場合において、その条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課するも

のであってはならない。 

  許可を与えるか否かは、許可申請の内容が法第33条並びに法第34条の基準に適合しているか否か

によって判断すべきものですが、許可に際しては、法第41条の制限の指定及び法第79条により、少

なくとも、工事施行中の防災措置、開発行為の適正な施行を確保するため必要な条件並びに当該開

発行為を廃止する場合に工事によって損なわれた公共施設の機能を回復し、及び工事によって生ず

る災害を防止するため必要な条件を具体的に明記して附されることとなります。 
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なお、開発行為の着手の時期、完了の時期その他都市計画上必要な条件についても、必要に応じ

て附されることとなります。 

これらの条件は、特に必要がないと認められる場合を除いて、各々の事業の特殊性を考慮して必

ず附すべきものと位置付けられています。 

  しかし、条件は必要最低限のものに限られるべきであり、法第79条に規定するように行為者に不

当な義務を課すもの、物理的に不可能又は著しく困難である義務を課すもの等は、違法な条件とし

て無効とみなされます。 

⑴ 防災上の措置 

   宅地造成に伴う災害（人的災害を含む。）は、工事施行中に多いことに鑑み、開発行為の適正な

施行を確保するため次のような条件を附すことができることとなっています。 

  ① 工事施行の時期及び方法の制限 

    工事着手、工事完了の時期 

例）雨期の回避 

着手場所の順序の制限 

公共施設の整備の順序の制限 

工事管理者の設置等 

  ② 工事施行中の防災措置 

例）仮排水路の設置 

一次貯留施設の設置及び時期の指定等 

  ③ 工事用車両等の通行規制 

   例）工事用車両の通行経路が、通学路等の場合の車両通行時間の制限 

     工事用車両の通行経路が、車両の離合が困難な場合の運行経路の指定等 

  ④ 開発行為に係る工事に伴う公共施設の補修 

   例）開発行為に係る工事により、毀損又は汚損した道路の補修等 

⑵ 開発行為の廃止に伴う措置 

   法第38条の開発行為の廃止に伴う災害の防止や工事によって損なわれた公共施設の機能の回復

をはかるため、必要な条件を附すことができます。 

  ① 事業が中途で廃止される場合に、当然整備されるべきであった施設の不備によって発生する

ことが予想される災害の防止についての必要な事項等 

  ② 既存の公共施設を廃止し、又はそれによって必要な工事を行った場合等で、その事業が完了

せず中途で事業を廃止した場合に、損なわれた公共施設の機能回復についての必要な措置等 
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第４節 許可の承継 

法第44条、第45条 

市細則第12条、第13条 

 

都市計画法 

（許可に基づく地位の承継） 

第44条 開発許可又は前条第１項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有し

ていた当該許可に基づく地位を承継する。 

第45条 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事

を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有して

いた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 

延岡市都市計画法施行細則 

 （許可に基づく地位の承継の届出） 

第12条 法第44条の規定により被承継人が有していた地位を承継した者は、地位承継届出書に当該地

位を承継したことを証する書類を添えて市長に届け出なければならない。 

 （許可に基づく地位の承継の承認の申請） 

第13条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は、開発許可に基づく地位承継承認申請書

に、土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権限を取得したことを証する書類及び法

第33条第１項第14号の同意を得ていることを証する書類を添付して市長に申請しなければならな

い。 

１．一般承継人 

法第44条は、開発許可を受けた者の一般承継人について、許可に基づく地位の承継を規定したも

のです。 

⑴ 一般承継人とは、相続人の他、合併後存続する法人（吸収合併の場合）又は合併により設立さ

れた法人（新設合併の場合）を指します。 

⑵ 一般承継人は、被承継人の有していた開発許可に基づく地位を当然に引き継ぎます。 

⑶ 「許可に基づく地位」とは、許可を受けたことによって発生する権利と義務の総体をいい、次

のような事項があります。 

  ① 適法に開発行為又は法第43条の建築等を行うことができる権能 

  ② 公共施設の管理者等との協議によって定められている公共施設の設置、変更の権能 

  ③ 法第40条第３項の費用の負担を求めることができる権能 

  ④ 土地所有者等との関係において、工事につき同意を得ている地位 

  ⑤ 工事完了、工事廃止の届出の義務 

⑷ 一般承継のあったときは、承継したことを証する書類を添えて、その旨を市長に届け出なけれ

ばなりません（延岡市都市計画法施行細則第12条）。 

⑸ 一般承継人に事業を継続する意志のないときは、前⑷の届出書を提出するとともに工事の廃止

届を提出しなければなりません。この場合、廃止に伴う許可の条件は当然に履行しなければなり
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ません。 

２．特定承継人 

法第45条は、開発許可を受けた者の特定承継人について開発許可に基づく地位の承継を規定した

ものです。 

(1)特定承継人とは、開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他工事を施行する権

原を取得した者を指します。 

(2)一般承継人とは異なり、特定承継人は市長の承認（延岡市都市計画法施行細則第13条）を得て、

その地位を承継することができます。 

(3)承継を与えるかどうかの判断の基準は、主として、申請者が適法に当該開発区域内の土地の所

有権その他工事を施行する権原を取得しているかどうか、当初の許可どおりの開発行為を行うた

めに必要な資力及び信用があるかどうかによります。 

(4)承継の承認が受けられなかった場合は、当初に許可を受けた者が廃止届を提出することとなり

ます。 
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第５節 開発行為の廃止 

法第38条 

規則第32条

 

都市計画法 

（開発行為の廃止） 

第38条 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令

で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

都市計画法施行規則 

（開発行為に関する工事の廃止の届出） 

第32条 法第38条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第８による開発行為に

関する工事の廃止の届出書を提出して行なうものとする。 

許可を受けた開発行為に関する工事を廃止するときは、規則様式第８による「開発行為に関する工

事の廃止の届出書」を市長に提出しなければなりません。 

しかし、工事をむやみに中途で廃止すると、その周辺の地域に溢水等の被害を及ぼしたり、公共施

設の機能を阻害したりするおそれがあるため、許可基準として、事業者の資力信用、工事施行者の工

事施工能力を審査して工事の完了を期するとともに、許可の条件として、万一廃止した場合の必要な

措置を要求することができることとなっています。 

従って、廃止届が提出された場合にも、附された条件を履行しているかどうかを検査し、履行して

いない場合には、事業者に必要な措置を命じて完成させなければなりません。また、このような事態

にならないよう工事中の監督等を厳しく行う必要があります。 

開発行為の廃止は、常に許可を受けた開発区域の全部について廃止することをいい、開発区域の一

部を廃止しようとするときは、残りの部分の設計内容を変更するか否かに関わらず、法第35条の２の

規定による変更許可申請により、処理を行うこととなります。 
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